
平成２３年度「女性に対する暴力をなくす運動」予定行事【都道府県・政令指定都市】

※御問い合わせは、各都道府県、政令指定都市の男女共同参画課（室）へお願いします。_

※一部、女性に対する暴力をなくす運動期間（11/12～25）以外のものも掲載しています。

広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他

北海道

●庁舎内にポスター掲示、リー
フレット、カードの設置（石狩振
興局、留萌振興局、十勝総合
振興局、根室振興局）
●庁舎内女子トイレにカード設
置
（胆振総合振興局、十勝総合
振興局）
●管内市町村、関係団体へポ
スター、リーフレット、カードを配
布
（石狩振興局、上川総合振興
局、宗谷総合振興局）
●管内主要金融機関にリーフ
レット設置（胆振総合振興局）
●道内各コンビニ及びイオン北
海道各店舗にカード設置（道
庁）

●パネル展の開催（パネル展示、ポスター掲
示、啓発ビデオ上映、リーフレット、カードの設
置）（道庁、空知総合振興局、宗谷総合振興
局）
●ホームページ掲載（道庁、石狩振興局）
●地方紙へ広告掲載（日高振興局、オホーツ
ク総合振興局、釧路総合振興局）
●ローカルラジオ出演、宣伝（上川総合振興
局、留萌振興局）
●庁舎内自動販売機の電光掲示板に運動期
間中であることを表示（留萌振興局）
●街頭啓発（大型スーパー店舗にてカード入
りポケットティッシュを配布）（根室振興局）
●道内各公共交通機関の中吊り広告掲載
（道庁）

●配偶者暴力相談支援連絡調整
会議
●配偶者暴力被害者相談・支援担
当者研修会
●若年層における交際相手からの
暴力（デートDV)防止に係る研修会

青森県

●庁舎内、各警察署、関係機
関内にポスターの掲示、リーフ
レットの設置
●街頭キャンペーンの際に配
布（チラシ、ティッシュペー
パー）
●DVに関する展示パネルの作
成及び展示・貸出

●青森署、青森市男女共同参画プラザ、青森
県女性相談所と共催で街頭キャンペーン
●パープルリボンキャンペーン
●警察署電光掲示板・交番駐在所発行の広
報紙による広報
●ラジオ番組による広報
●「犯罪被害者等支援県民フォーラム」会場
における広報資料の掲示

●DV被害者支援研修会の実施
●各種会合等を利用した講話の実
施

シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

岩手県

●内閣府作成ポスター、リーフ
レットを県内各市町村、関係機
関に配布

●「Stop！DV　いわてDV被害者支
援セミナー　いま、DVについて考え
よう」
日時　平成23年11月13日（日）10：
00～14：40
場所　いわて県民情報交流セン
ター（アイーナ）
1.講演 「Stop！DV　いわてDV被害
者支援セミナー　いま、DVについ
て考えよう」
講師：岩井　宜子さん（専修大学法
科大学院教授）
2.講座　「DV被害者支援について
～母と子の心のケアを中心に～」
講師：春原　由紀　さん（武蔵野大
学人間関係学部教授）

●DV防止啓発ミニ
コンサート～警察音
楽隊～
日時　平成23年11
月15日（火）　14：00
～15：00
場所　イオンモール
盛岡
内容　DVに関する
リーフレット等の配
布、DVに関する寸
劇及び警察音楽隊
の演奏による広報
活動

宮城県

●ＤＶ被害者防止啓発用リーフ
レットを作成
県保健福祉事務所及び市町村
等で配布

●女性相談員等の技術研修会
開催日：１１月中旬
場所：女性相談センター
内容：ＤＶ被害者支援に関するワー
クショップ

臨時相談窓口開設の予
定はないが，被害者相
談受付は下記の窓口で
受付
●宮城県女性相談セン
ター
●県保健福祉事務所等

山形県

●内閣府作成ポスター及びチ
ラシを関係機関へ配付

●県ホームページ上で、「女性に対する暴力
をなくす運動」について掲載
●県メールマガジンで「女性に対する暴力を
なくす運動」について広報
●男女共同参画センターにおいて、DVに関す
るパネル関連図書の展示

●県と県男女共同参画センターの
共催により、DV防止に関するシン
ポジウムを開催予定
日時：１１月２７日（日）
場所：県男女共同参画センター
講師：未定
対象：一般県民
●県男女共同参画センターにおい
て、パープルリボンのツリーを設置
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

茨城県

●県ホームページによるによる広報 ●女性相談支援専門員研修（女性
相談員の相談業務の強化）
【開催日】10月12日(水)
【講師】安藤ヨイ子氏（けやき法律
事務所 弁護士）
【内容】「司法の現場から見た、暴
力による女性被害の実態」
●講演会
【開催日】11月8日(火)
【講師】信田さよ子氏（原宿ｶｳﾝｾﾘﾝ
ｸﾞｾﾝﾀｰ所長）
【内容】「女性と暴力」
●婦人保護事業充実強化研修会
（女性相談員の相談業務の強化）
【開催日】11月8日(火)

臨時相談窓口開設の予
定はないが、被害者相
談は以下の窓口で受付
●福島県女性のための
相談支援センター
●各保健福祉事務所
●福島県男女共生セン
ター

県男女共生セン
ター図書室に関連
図書の特集コー
ナーを設置

栃木県

内閣府男女共同参画局作成の
リーフレット、ポスターの市町村
等配布

●県ホームページ等による運動ＰＲ
●新聞及びテレビによる広報

●「デートＤＶ－たいせつな人の未
来を傷つけないために－」をテーマ
に講演会を開催

●庁内電光掲示板
を使用した運動ＰＲ
●地下歩道におけ
るポスター掲示によ
る運動ＰＲ

群馬県

●ＤＶ防止啓発冊子「一人で抱
えないで」、相談窓口カード、若
者向けＤＶ啓発冊子「デートＤ
Ｖ･･･ってなに？」の配布

●ＤＶ防止啓発劇場ＣＭの上映
●ぐんま広報への掲載
●県ホームページへの掲載

●女性に対する暴力をなくす運動
講演会の開催
●ＤＶ防止啓発パネル･バナー展
示
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

埼玉県

●内閣府作成のポスタ－、リ－
フレットを市町村及び関係機関
へ送付
●県庁内でのポスタ－の掲示・
パネルの展示
●埼玉県男女共同参画推進セ
ンタ－（With You さいたま）での
パネル等の展示
●パ－プルリボンの作成
●ひと言メッセ－ジの募集

●埼玉県広報紙「彩の国だより」11月号に掲
載予定

●ＤＶ防止フォ－ラム2011in埼
玉
「ＤＶと子ども～大切なあなた
を守るために～」
日時：11月13日（日）13:00～15:45
場所：埼玉県男女共同参画推進セ
ンタ－（With You さいたま）
【講演】
①いずみ寮施設長　横田千代子氏
「支援を通して見える現実」
②武蔵野大学教授　藤森和美氏
「DVが子どもに与える影響」
【ディスカッション】
上記講演２氏によるディスカッショ
ン
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ：越谷市男女共同参画
支援センター所長　中村敏子氏
●ＤＶ加害者対策研究会
　関係者のみ対象

千葉県

●DV問題啓発及び相談窓口を
紹介したチラシを９０，０００枚
作成。市町村を通じ、自治会の
回覧板等で供覧。
●DV相談カード　　　　　４００，
０００枚を配布。

●「女性に対する暴力をなくす運動」街頭キャ
ンペーン（11月18日：柏、25日：千葉）啓発グッ
ズ、チラシ等配布。
●県庁前の電光掲示板による啓発広報（期間
中）。
●フクダ電子アリーナ大型ビジョンによる啓発
広報（11月中Jリーグ公式戦開催日）。
●千葉駅前電光掲示板による啓発広報（街頭
キャンペーン実施日）。
●県庁内ポスター掲示（期間中）。
●「ちば男女共同参画情報マガジン」でメール
発信。

取り組み予定の
ホームページリンク
先（10月下旬掲載
予定）
http://www.pref.chi
ba.lg.jp/dankyou/dv
/josei/h23-
torikumi.html
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

東京都

●東京都庁、東京ウィメンズプ
ラザ窓口で啓発用パンフレット
「配偶者からの暴力で悩んでい
ませんか」、
カード形式「デートＤＶってなん
だろう？」を配布
●内閣府作成のポスター、リー
フレットを配布、掲示

●東京都広報媒体
「広報東京都」に掲載

●「配偶者暴力防止講演会」
実施予定
（詳細調整中）

神奈川県

●県政情報センター展示コー
ナーに、内閣府の運動ポスター
を掲示し、県作成のリーフレット
を配置する。
●市町村、その他関係機関に
内閣府のポスター・リーフレット
を送付する。
●４鉄道株式会社の展示可能
な駅にて内閣府の運動ポス
ターの掲示を依頼する。

●県広報誌「県のたより」１１月号に女性に対
する暴力をなくす運動についての広報、ＤＶ啓
発、ＤＶ相談窓口を掲載する。

●庁舎内女性用ト
イレに、県作成の
「ＤＶ相談窓口のご
案内」カードを配置
する。

新潟県

●内閣府作成ポスター・リーフ
レットの配布
・女性センター
・「新潟県配偶者暴力防止連絡
会議」構成機関
・民間支援団体
・母子生活支援施設
・市町村
・児童相談所
・県地域機関

●男女平等社会推進課だより
「ふれ愛ほっとらいん」掲載
●庁内放送
●庁内ＬＡＮ
職員へのお知らせ
●テレビスポット「県からのお知らせ」
●県ホームページ
リンク先
http://www.pref.niigata.lg.jp/danjobyodo/

富山県

●ＤＶ防止啓発のためのちら
し、ティッシュを作成し、市町
村、関係機関・団体、医療機関
等へ配布

●県ＨＰ、電子情報ボード、新聞等による広報 ●ＪＲ富山駅、高岡
駅等にて街頭啓発
活動を実施
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

石川県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを市町・関係機関へ配
布
●ＤＶ防止啓発用リーフレット
等をシンポジウム来場者へ配
布
●ＤＶ防止啓発用リーフレット
及びカード型パンフレット配付
配付先：地域の商店、ホテル等

●パネル展示（県庁、１１月１２日～２５日） ●「女性に対する暴力をなくすため
のシンポジウム」
１１月２３日（水）
・講演
講師：正井礼子（ウィメンズネットこ
うべ代表）
・対談
対談者：正井礼子（講師）、種部恭
子（産婦人科医）

福井県
●街頭における啓発活動
●パネル展の実施

山梨県

●ポスター・リーフレットの配布
内閣府作成のポスター等を国・
県関係機関、市町村、警察、大
学・高等学校、男女共同参画
推進センター等に配布

●広げる・つなげる・結び合うやまなしパープ
ルリボンプロジェクト
①パープルリボン募集
県民からパープルリボンを募集し、展示する。
②企画展示「パープルリボンでやまなしをつな
ごう『暴力はダメ』」の開催
日時：11月12日～11月25日
会場：男女共同参画推進センターぴゅあ総合
【展示内容】
ＤＶ啓発パネル、募集リボン、ＤＶメッセージ、
啓発資料、民間団体の活動紹介等
●ラジオスポット放送
●県ホームページ掲載

●商業施設
「ココリ」の
パープルライ
トアップ（予
定）

●啓発講演会
日時：11月16日(水）
演題：ＤＶ・デートＤＶを考える
講師：西山 さつき 氏
（NPO法人レジリエンス副代表）
会場：男女共同参画推進センター
ぴゅあ総合
　

●関係機関連絡協
議会開催
日時：10月（予定）
内容：関係機関
（国・県・市の関係
機関・警察・民間支
援団体等）による情
報・意見交換

長野県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを市町村・関係機関等
へ配布

●県ホームページへの掲載
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

岐阜県

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布及び掲示
①市町村、関係機関等へ送付
し、各施設に掲示・配架
②県内警察署へ送付し、掲示・
配架

●ラジオ放送による広報
●ホームページによる広報
●地上デジタル放送による広報
●フリーペーパー紙面広告による広報
●新聞紙面広告による広報

●県及び市福祉関
係機関、警察等の
連携による街頭啓
発活動。（期間中の
いずれかの日に、Ｊ
Ｒ岐阜駅周辺で実
施）
「女性相談のしお
り」・「電話相談カー
ド」・「ソーイングセッ
ト（相談電話番号入
り）」・「その他の啓
発グッズ（現在検討
中）」、及び「啓発た
すき」を作成し、そ
れらのものを配布
する。なお、実施す
る際には、参加者
全員が啓発たすき
を着用する。

静岡県

●市町、関係団体、キャンペー
ン等での配布
・ポスター300枚
・リーフレット3,000枚
・デートＤＶ防止セミナー案内
1,500枚
・県の状況等資料1,500枚　他

●街頭キャンペーン
【実施日】平成23年11月14日(月）8：00～8：30
【場所】JR静岡駅コンコース
【内容】「女性に対する暴力をなくす運動」のチ
ラシ、ＤＶ防止講演会案内チラシ等1,500セット
を配布し、暴力根絶を呼びかける。静岡市と
共催。
【協力団体】静岡県男女共同参画センター交
流会議、しずおか女性の会、県人権擁護委員
連合会、県母子生活支援施設協議会等
【配布物】①内閣府リーフレット
②デートＤＶ防止セミナー案内
③県の状況等資料　④啓発品　他
（ラジオ等でも広報予定）

●ＤＶ防止講演会
【実施日】平成23年11月19日（土）
10:00～12:00
【場所】静岡県男女共同参画セン
ターあざれあ
【講師】竹下小夜子氏（精神科医）
【内容】ＤＶ被害者女性と子どもの
支援に何が必要か

7 / 20



広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

愛知県

●内閣府作成のポスターを庁
舎内に掲示
●内閣府作成のポスター・リー
フレットを市町村及び関係機関
へ配布

●ラジオ放送を通じての外国人住民向け広報
活動
【実施機関】（公財）愛知県国際交流協会
【番組名】
①「GLOBAL VOICE」
②「Public Service Announcements」
【放送局】
①ZIP-FM（名古屋地域77.8MHz、豊橋地域
77.1MHz）
②RADIO iSCAPE（WEBラジオ
http://www.ustream.tv/channel/radio-
iscape）
【放送言語】
①英語・ポルトガル語・中国語・スペイン語
②英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語・タ
ガログ語・韓国朝鮮語

●ウィルあいち情報ライブラリーに
おけるパネル展示、関連図書の紹
介

●弁護士によるＤＶ専門
電話相談（年間を通して
実施）

三重県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを県内市町、各団体等
関係機関へ配布
●県作成のＤＶ相談機関一覧
ポスターを県内市町、関係機
関、県内全保育所及び幼稚園
へ配布

●県内10カ所の駅等において「ＤＶ相談啓発
救急絆創膏」を配布し、街頭啓発を実施。
●「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展
示、関連図書、ビデオの紹介
（11/16～11/25）
場所：三重県男女共同参画センター「フレンテ
みえ」

●女性に対する暴力防止セミナー
日時：11月19日（土）  13:30～16:00
場所：松阪市産業振興センター
・講演会　「ストップＤＶ! “がまんし
なくていい！あなたは悪くない”～
当事者が望む支援とは～」
　講師：藤木美奈子さん（ＮＰＯ法
人ＷＡＮＡ関西代表、龍谷大学准
教授）
・「三重県からのＤＶに関する報告」
・朗読劇「ひまわり～ ＤＶ をのりこ
えて」（公益財団法人横浜市男女
共同参画推進協会　企画・制作作
品）　演者：あ・うん（松阪市の市民
団体）
●ＤＶ被害児童に対する地域支援
のあり方を考えるシンポジウム（仮
称）
日時：11月18日 （金） 13:30～16:00
場所：三重県人権センター
講師：長崎こども・女性・障害者支
援センター所長、名張地域支援機
関担当者、ほか
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

滋賀県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットの配布及び周知依頼
（県内市町、各種施設、団体
等）、庁舎内にポスター掲示及
びリーフレットの配置

●県ＨＰによる広報
●メルマガによる情報発信
●県内市町の取組内容一覧の資料提供

●教職員向け講座
［テーマ］「デートＤＶとは？」
［会場］県立男女共同参画センター
●講座
［テーマ］「ＤＶ被害者支援を考える
～大切な家族・友人が被害にあっ
てたら・・・そして子どもへの影響
は・・・」
［会場］大津市男女共同参画セン
ター
●講座
［テーマ］「男女共同参画講座（セク
ハラ・パワハラ）」
[会場]近江八幡市いきいきふれあ
いセンター
●講座
[テーマ]　「デートＤＶ防止講座」
[会場]高島市立安曇川公民館　ふ
じのきホール

●通常どおり ●男女共同参画セ
ンター図書資料室
において、特設コー
ナーにおける情報
の掲示や関連図書
特集を実施する。
●相談員のケース
検討会議
「ＤＶ・デートＤＶに
関する相談の仕方
について」

京都府

●ＤＶ啓発カード多言語対応版
（８万枚印刷）
●京都府配偶者等からの暴力
をなくす啓発期間統一チラシ（２
万５千枚印刷）

●京都府配偶者等からの暴力をなくす啓発期
間（１１月１２日～２５日）の設置
①府内関係団体へ後援・協賛の依頼（約１３０
団体が賛同予定）
②医療機関、大型商業施設、大学等へのカー
ド設置・チラシ配布依頼（約１３００ヶ所に設置
依頼予定）
③府庁ロビーでの啓発資材展示（11月中旬）
④外国人向けＦＭ京都ラジオ「コンニチハＫｙｏ
ｔｏ　Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒｅ」にて外国語相談窓口の紹介

●京都タワー
ライトアップ（１
１月２５日予
定）

●ＤＶを考えるつどい（啓発講座）
の開催
・１１月１８日　城陽市（城陽市男女
共同参画支援センターぱれっとＪＯ
ＹＯ）
「ＤＶと児童虐待」
講師：友杉明日香氏（ウィメンズカ
ウンセリング京都フェミニストカウン
セラー）
・日時未定　与謝野町
内容未定

●ＤＶグループワーク北
部会場・南部会場で開
催

大阪府

●「女性に対する暴力をなくす
運動」のポスター、リーフレット
（内閣府作成）を市町村、団体
等へ配布及び周知依頼
●民間と連携し、相談窓口リー
フレットを配布予定

●大阪府立男女共同参画･青少年センターで
のパネルの展示及び情報ライブラリーにおけ
る関連図書・DVDの展示
●大阪府立図書館におけるポスター等関連
資料の展示

●通天閣のラ
イトアップ及び
DV支援関係
者による機運
の盛り上げイ
ベント。

●通天閣等でのセミナー等の開催
予定

●通常通り実施 ●運動期間中の市
町村行事を集約し、
大阪府男女参画･
府民協働課のHPで
公開予定
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

兵庫県

●内閣府作成ﾎﾟｽﾀｰを県立男
女共同参画センタ－内に掲示
●内閣府作成リーフレットを県
立男女共同参画センタ－内に
配置・配布

●庁内放送（県庁内・11/11）
●「ひょうご男女共同参画ニュース」第８号
（11/1）にDV防止啓発記事掲載
配布先：県内の市町男女共同参画センタ-等
関係機関へ11,000部配布
●実施期間中、県立男女共同参画センタ－
内にDV防止啓発パネル展示

●DV防止啓発・法律セミナ－
（12月20日午前）
対象：県民男女
講師：県立つ男女共同参画センタ
－のカウンセラ－、法テラス弁護士
(予定）
●DV防止研修会
（12月20日午後）
対象：県内の男女共同参画センタ
－及び福祉事務所等相談員
講師：女性家庭センター職員等(予
定）

奈良県

●配偶者・パートナー等からの
暴力、性犯罪等の防止に向け
て、県民の意識啓発に取り組
むための啓発素材等を作成・
配布。
・ＤＶ相談機関周知啓発カー
ド、ＤＶ防止啓発物品（ポケット
ティッシュ）の作成・配布
  対象　一般県民
　内容　大型商業施設で配布

和歌山県

●内閣府作成ポスター、リーフ
レットを病院協会会員の病院、
県ＤＶ被害者支援ネットワーク
関係機関等へ配布

●県広報誌「県民の友」１１月号に『女性に対
する暴力をなくす運動』記事及び「デートＤＶ」
に関する記事を掲載

●１０月２５日、１２月８日、１２月１
５日
県内３高校においてデートＤＶ防止
啓発講座を開催

●第３金曜日に警
察・行政・教育合同
による夜間補導活
動の実施
●各地域の青少年
センターによる街頭
補導活動の実施

鳥取県

●相談機関の電話番号を記載
したチラシ及びポケットティッ
シュの作成（各6,000部）。

●街頭キャンペーンの実施（県内３地区）。
●ショッピングセンターでのパネル展示。
●県内主要駅前広告塔への広告掲示。
●報道機関への資料提供。
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

島根県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを関係機関配布、掲示

●新聞広告
●テレビ広報
●県庁前電光掲示板による広報啓発
●街頭キャンペーン
・日時：１１月１２日（土）10:30～11:30
●場所：県内１２箇所のショッピングセンター
等
●県庁前にのぼり掲示
●各警察署に懸垂幕等掲示
●県・警察・市町村等公用車に啓発用マグ
ネットシート貼付
●県政情報番組で民間団体の活動紹介

●ＤＶに関する公開講座
日時：１２月１日（木）13:30～15:30
場所：島根県立男女共同参画セン
ター「あすてらす」研修室
【内容】
講演：学校とデートＤＶ ～人権とし
てのセクシュアリティ尊重度～
講師：高橋裕子（たかはしゆうこ）さ
ん
（元高等学校養護教諭、多摩市ＴＡ
ＭＡ女性センター運営委員長）

岡山県

●庁舎内女性トイレ（個室内）
にＤＶ相談カードを設置
●県内コンビニエンスストアの
トイレ（個室内）にデートＤＶ相
談カードを設置
●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布

●テレビお知らせ番組を利用した広報（ＲＳＫ
「ももっちうらっち晴れの国ＴＶ」）
●ラジオ番組を利用した広報（ＲＳＫラジオ「県
民のみなさんへ」）
●百貨店で「女性に対する暴力をなくす運動」
運動の館内放送
●県庁舎内でパネル展示
●県庁舎内で啓発ＤＶＤを放映
●県ホームページ上で、「女性に対する暴力
をなくす運動」について広報
●県男女共同参画推進センターメールマガジ
ンで、「女性に対する暴力をなくす運動」につ
いて広報

●ＯＨＫ岡山
放送電波塔ラ
イトアップ（11
月12日～11
月25日）

●ＤＶ防止講習会
◆11月25日(金)
テーマ「ＤＶの被害者・加害者にな
らないために」
講師：貝原　己代子（ＮＰＯ法人さ
んかくナビ理事長）
場所：岡山大学一般教育棟Ｂ棟Ｂ
32
●人権に関する研修会
◆11月18日(金)
テーマ「今日からできる！今日から
かわる！～身近な男女共同参画
～」
講師：小松　泰信（岡山大学大学
院教授）
場所：岡山県備前県民局会議棟
◆11月25日(金)
①人権に関する劇
②講演会
テーマ「講釈師が語る大震災」
講師：神田　香織（講談師）
場所：里庄町フロイデホール
◆12月6日(火)
テーマ「癒され上手になりましょう
～気持ちの伝え方、捉え方～」
講師：本城　稔（(株)ＩＢＰ総合研究
所代表取締役）
場所：津山市総合福祉会館
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

広島県

●内閣府作成ポスターの掲示
（警察署，交番等）
●内閣府作成リーフレットの配
布（ＤＶ・ストーカー相談者等）
●リーフレット（広島県防犯連
合会作成）の関係機関への配
布
●資料展示
　(広島県立図書館，10/4～
12/27（月曜日,祝日休館））
「女性に対する暴力をなくす運
動」の関連資料の提供や女性
に関する関連図書の紹介。

●警察情報番組（テレビ，ラジオ）による広報
啓発
●警察広報紙を活用した啓発

●防犯教室等各種会合における
講演

山口県

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布

※通年
●配偶者からの暴力防止について県ホーム
ページへ掲載

●「事業管理者向け配偶者等暴力
防止対策セミナー」の実施（１１月）
●ＤＶ防止研修の実施
（予定　１１月～）

※通年
●男女共同参画相談セ
ンターにおける電話・面
接相談対応、弁護士・医
師・臨床心理士による専
門相談を実施

徳島県

●～女性・子どもをあらゆる暴力か
ら守ろう～
「DV・虐待講演会」
講師：市場恵子氏
平成23年11月22日（火）
油屋美馬館（美馬市）
※同時開催
女性に対する暴力をなく
す運動パネル展
（詳細一部未定）

香川県
●ハンドタオル作成配布 ●ラジオ広報 ●DV予防啓発講演会（11月25日）
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

愛媛県

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの掲示及び関係機関へ
の配布

●県政広報番組
●県政広報誌
●県政広報ラジオ
●県男女参画課メールマガジンでの広報

●高校生のためのＤＶ未然防止講
座
・10/25(火)新田高校
・11/16(水)弓削高校
・12/8(木)伊予農業高校
●大学生向けデートＤＶ防止啓発
講座
・10/25(火)松山東雲女子大学

高知県

●チラシ作製（こうち男女共同
参画センター「ソーレ」）

●「ＤＶ防止啓発講演会」
ＤＶの理解を深める
～これ以上いのちを奪われないた
めに～
講師　戒能　民江
日時　平成23年11月13日（日）
       　13:30～15:30
主催
　高知県
　こうち男女共同参画
　センター「ソーレ」
　高知地方法務局
　高知県人権擁護委員連合会
　高知県女性保護対策協議会

福岡県

●ポスター作成・配布
部数・配布先：検討中

●県広報番組（テレビ、ラジオ）での広報予定 ●街頭啓発キャンペーンの実施
①日時　11月11日
②場所　県内４カ所
●県庁内でのパネル展示
●女性団体によるＤＶ被害者支
援事業（パープルリボンバッチ
の販売）の実施

●相談電話の開設時間
の延長

熊本県

●家庭から暴力をなくすキャン
ペーンチラシ配布
●相談窓口カードの配布
●ＤＶ啓発カードの商業施設へ
の設置

●「家庭から暴力をなくすキャンペーン」（児
童・障がい者虐待も含めて）と称した街頭キャ
ンペーンを実施（11月3日、ゆめタウンはませ
ん）
●県ＨＰ、県男女共同参画センターＨＰ掲載

●講演会
講師：橋本明子氏（リアライズ
ＹＯＫＯＨＡＭＡ代表ＷＥＮｰ
ＤＯインストラクター）
（演題未定）

●女性のための法律相
談（県弁護士会と共催）
予定：11月17，19，26日
（その他地域で1回開催
予定）
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

大分県

●内閣府作成ポスター、リーフ
レットの配布、掲示
●街頭啓発用リーフレットの作
成、配布

●ホームページ、広報誌への掲載 ●デートＤＶ防止セミナー（県内高
校２校）
●ＤＶ被害者地域支援者養成講座
●人権フェスティバルにおけるデー
トＤＶ啓発

宮崎県

●内閣府作成ポスター・リーフ
レットの配付、掲示
（配付先：県庁各所属、市町
村、関係機関・団体等）
●ＤＶ防止啓発リーフレット・
カードの配付
（配付先：県庁各所属、市町
村、関係機関・団体等）

●【ラジオ】
ＦＭ宮崎：Ｔｏｄａｙ宮崎（11/14～20）
ＭＲＴラジオ：おはよう県庁です（11/18、
11/21）
●【新聞】
地方紙への掲載（宮崎日日新聞）
●【テレビ】
ＭＲＴ放送（11/19）
ＵＭＫ放送（11/20）
●【インターネット】
県庁ＨＰにて（11/12～）
●【懸垂幕】
宮崎山形屋（11/12～25）
県庁８号館（11/1～30）

●啓発パネル展
場所：県庁本館１階ロビー
（11/17～25）
●ＤＶ防止講座
場所：県内３会場（県央、県
北、県西）
（11月下旬頃予定）

●街頭キャンペー
ン
場所：イオンモール
宮崎
〈人権週間啓発の
一環として）
●パネル展
場所：県立図書館
（人権週間啓発の
一環として）
●デートＤＶ防止講
座
場所：県内高校
（随時開催）

鹿児島県

●内閣府作成のポスター，リー
フレットの配付・掲示
県庁・市町村・関係団体・スー
パー・コンビニ等

●街頭キャンペーン
　民間団体と連携し，鹿児島中央駅前で，ＤＶ
関連チラシ等を配布（１１／１２）
●県広報紙「県政かわら版」での広報（１０／
１発行）
●県庁ホームページに情報掲載
●パネル展示
（１）県行政庁舎（１８階展望ロビー）（１１／１
～２５）
（２）かごしま県民交流センター（２階展示ロ
ビー）（１１／１２～２５）

●アミュラン
（アミュプラザ
鹿児島屋上観
覧車）をパー
プルにライト
アップ予定（１
１／１２，２５）

●法律相談「女性のた
めの法律１１０番」
　（１１／１５）

●「配偶者等からの
暴力対策会議」の
実施（１０月中）

沖縄県

●県内ローソン、ファミリーマー
トへ相談カード等掲示依頼
（11/12～12/11、県内全店舗）
広報物：①ポスター②リーフ
レット③DV被害者相談カード④
DV加害者更生相談カード

●県のテレビ・ラジオの広報媒体を活用した
広報

●県庁ホール、男女共同参画セン
ターでのパネル展
ＤＶ等、女性に対する暴力防止に
関するパネル展示及びリーフレット
を使用した広報啓発
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

札幌市

●女性に対する暴力をなくす運
動ポスターを地下鉄駅構内、
市・区役所庁舎内、男女共同
参画センターなどに掲示（11
月）

●下記の会場でパネル展
（1）男女共同参画センター（11/12～12/20）
（2）白石区民センター（12/13～19）
（3）厚別区民センター（11/19～25）
（4）豊平区民センター（11/16～11/25）
（5）南区民センター（11/15～11/21）
（6）JR手稲駅自由広場「あいくる」（11/11～
11/28）
●ラッピングバスの運行（4/1～3/31）
●地下鉄車内に広告（ステッカー）を提示（7/1
～12/31）
●地下鉄車内に広告（ポスター）を掲示（11/1
～11/30）
●街頭啓発キャンペーン（11/12）
●地域総合情報紙（2紙）に広告を掲載
（11/16・11/18）
●市ホームページによる広報（11月）

●さっぽろテ
レビ塔パープ
ルライトアップ
事業（11/12・
11/25）

●女性に対する暴力をなくす運動
講演会
場所　男女共同参画センター
月日　12月17日（土）
主催　男女共同参画センター
●ＤＶ公開学習会
場所　手稲区民センター
月日　11月30日（水）
主催　手稲区等

●札幌市配偶者暴力相
談センターにおいて相
談を実施（通年）
●女性のための性暴力
被害相談電話を実施
（6/1～11/30）

仙台市

●ポスター，リーフレットを各区
役所ほか関係窓口，団体，市
内総合病院に配布

千葉市

●相談窓口カードを各保健福
祉センターの関係窓口、市立
病院等の公共機関に配布（街
頭キャンペーンの際にも配布）

●市ホームページにおいて運動の実施及び
関連事業の掲載

●千葉市男女共同参画センター内
の情報資料センターにおいて、「Ｄ
Ｖ」及び「児童虐待」に関する図書
の特集コーナーを設置（10月・11
月）
●若者のためのＤＶ防止講座を千
葉市立千葉高等学校で開催
（11/21）
●働く人の法律入門講座を千葉市
男女共同参画センターで開催
（11/15～29、全3回）

●千葉県、千葉県
警と共催で街頭
キャンペーン
（11月25日）
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

川崎市

●「女性に対する暴力をなくす
運動｣ポスターおよびリーフレッ
トを公共施設（区役所、図書
館、市民館、男女共同参画セ
ンター等)及び民間シェルター
等ＤＶ被害者支援団体等に貼
付および配布
●パープルリボンのしおりの書
店、市内のタクシー、商業施
設、事業所への配布（８万枚程
度）

●人権啓発ラッピングバス走行（予定）
●川崎地下街アゼリア通路広報コーナーでポ
スター等掲示（予定）
●取り組みについてはいずれもホームページ
で紹介する予定
www.scrum21.or.jp

●サポートグループ相
談
●外国人のためのサ
ポートグループ相談
※いずれも被害者対象
の３回連続の相談会

●デートＤＶ、ＤＶ予
防のためのパープ
ルリボングッズの製
作と配布
●シェルター向けの
女性被災者向けの
物資募集と提供

名古屋市

●内閣府「女性に対する暴力
をなくす運動」ポスター、リーフ
レットを男女平等参画推進セン
ターなどで掲出・配付
●ＤＶ相談カード、デートＤＶ
カードの配付

●メールマガジンによる広報 ●（名古屋市男女平等参画推進セ
ンター指定管理者主催）
講演会「ＤＶの視点からみる女性の
貧困の現状」
講師：竹信三恵子
日時：１１月２６日
会場：名古屋市男女平等参画推進
センター交流ラウンジ

京都市

●内閣府「女性に対する暴
力をなくす運動」ポス
ター、リーフレットを男女
共同参画センター，市役所
内関係局、各区役所等に掲
示・配布　　　　　　　●
本庁舎，各区支所でのパネ
ル展示とあわせて，ＤＶ相
談ナビ，支援カード，ＤＶ
防止啓発リーフレットを配
布。

●広報紙「市民しんぶん」全市版（11/1号）及
び区版（11/15号）による広報
※全戸配布
●電光掲示板による広報
●パネル展示※市役所及び全区役所・支所
（11区3支所）
●市役所庁内放送による広報
●男女共同参画センターで，ＤＶ防止の情報
コーナーの設置，パープルリボンツリーの設
置など。

●京都府と共
催予定。

●シンポジウムを検討中
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

大阪市

●啓発用ティッシュを街頭にて
配布予定

●大阪市HPに掲載
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000
102944.html

●未定 ●女性に対する暴力をなくす運動
連携事業 シンポジウム ドメステッ
ク・バイオレンスを考える「―男性
相談と外国人支援の現状―」
11月16日(水) 14時～16時
会場：クレオ大阪中央
主催：男女共同参画センター中央
館 指定管理者代表者(財)大阪市
女性協会
関連URL：http://www.creo-
osaka.or.jp/
●女性に対する暴力をなくす運動
事業・ＤＶ被害者支援のための「夕
陽丘基金」キャンペーン
講演会「児童虐待をふせぐために
～地域力を活かそう～」
11月25日(金) 13時30分～15時
主催：男女共同参画センター中央
館 指定管理者代表者(財)大阪市
女性協会
関連URL：http://www.creo-
osaka.or.jp/

●男女共同参画セ
ンター中央館レファ
レンスコーナーにお
いて、「女性に対す
る暴力をなくす運
動」関連書籍の展
示

神戸市

●パープルリボンとバンドエイ
ドの作成配布

●ポートタ
ワーのライト
アップ（11月
12～13日）

広島市

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを市窓口等で掲示・配
布

●市広報紙11月15日号への掲載
●市役所本庁舎及び区役所での懸垂幕の掲
出（11月8日～26日）
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

福岡市

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの掲示・配布
・掲示・配布場所
市役所、区役所の各窓口、市
の施設、民間シェルター

●県主催のキャンペーン等に参加予定（詳細
未定）

●講演会
平成23年11月17日（木）午後2時～
4時
講師：上野千鶴子
詳細については未定
●講座
平成23年11月15日（火）13：30～
15：30
女性が学ぶ法律講座
「ＤＶ防止法と離婚」

●期間中に、臨時的に
開設する相談窓口はな
い。
被害者相談について
は、以下で受付。

・福岡市配偶者暴力相
談支援センター
月・水・木・金
10：00～17：00
火
10：00～20：00

・アミカスＤV相談ダイヤ
ル
毎週水・木曜日
10：00～16：00

北九州市

●相談窓口カード等を関係窓
口、市立病院ほか公共機関に
配布
●内閣府作成ポスターの掲示

●女性への暴力に関するパネル展示
●「内閣府　女性に対する暴力をなくす運動」
「女性への暴力ゼロ運動」の2種類ののぼり設
置
●福岡県主催の街頭啓発キャンペーンへの
参加（予定）

●「女性への暴力ゼロ運動特別講
座」
平成23年11月20日(日)
13～16時　実施予定
●ＤＶ防止啓発講座
●女性のためのセルフディフェンス
講座

●「女性への暴力ゼ
ロ！ホットライン」
平成23年11月22日(火)
10～17時　実施予定
【共催】
福岡弁護士会北九州部
会

●女性のための無
料法律相談
毎月第３木曜日
●女性の悩み相談
毎月第４火曜日

18 / 20



広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

静岡市

●内閣府作成のポスター、リー
フレットを庁内各課および関係
機関へ配布

●静岡県と合同で、JR静岡駅コンコースにお
いて、街頭キャンペーンを実施。
●市庁舎に啓発横断幕を設置（静岡県と合
同）。

【男女共同参画課事業】
●ＤＶ防止に関する講演会の開催
日時：11月16日（水）14：30～16：30
場所：静岡市女性会館（アイセル２
１）
講師：瀧田信之氏（湘南ＤＶサポー
トセンター代表）
テーマ：「それ、恋愛じゃなくてＤＶ
かも！？」（仮）
【女性会館事業】
●デートＤＶ出前講座
日時：11月11日（金）10：20～11：50
場所：静岡大学
講師：伊田広行氏（立命館大学非
常勤講師）
タイトル：「学生のための幸せ恋愛
力ＵＰ講座」（仮）

●ＤＶ防止の思いを
込め作成したベ
ビーキルトの展示
期間：女性に対する
暴力をなくす運動期
間
場所：女性会館（ア
イセル２１）

堺市

●内閣府「女性に対する暴力
をなくす運動」ポスター、リーフ
レットを市役所内関係局、各区
役所等に掲示・配布

●パネル展の開催
（11/12～21 市役所本館１階エントランス・フ
ロア  11/21～25日 市役所高層館１階ロビー）
・「女性に対する暴力をなくす運動パネル展」
の展示
・（会場での配布物）リーフレット、ＤＶ相談窓
口カード等
●広報紙（広報さかい11月号）に掲載
●堺市ホームページによる啓発 （11/12～
11/25)
●庁内エレベーター内の電光掲示板による啓
発（11/12～25)
●庁内放送による啓発
●市施設における啓発ポスター掲示
●懸垂幕の掲出（11/12～25 市役所本庁及
び区役所）
●オレンジリボンキャンペーンと連携したパー
プルリボンキャンペーン

●デートDVをテーマとしたシンポジ
ウムを開催予定

浜松市
●街頭キャンペーン ●女性のための護身術講座
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓発
活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都市

名

新潟市

●市の広報紙や情報啓発紙での「女性に対
する暴力をなくす運動」の周知及び女性への
暴力に対する相談窓口の周知

●市内の高等学校におけるデート
ＤＶ防止セミナーの開催

●市立中央図書館
「ほんぽーと」内に
専用展示コーナー
を設置し，関連図書
等を展示

岡山市

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布
配布先：関係施設、福祉事務
所、保健センター、区役所等

●事業名
性犯罪被害の根絶を目指す地域
ネットワークづくり
・テーマ
地域における女性のための安全・
安心のまちづくり
・内 容
講演会、シンポジウム開催
・日 時
平成23年11月30日(水)午後
・場 所
ルネスホール（岡山市北区内山下
一丁目）

相模原市

●市役所本庁舎に
「女性に対する暴力
をなくす運動」実施
中の横断幕を掲示
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